
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦後 60 年余、日本の平和を守るために大きな力になってきた、憲法が変え

られようとしています。 

 特に、第九条『戦力を持たない。戦争をしない』という条文が、『戦力を持つ。

海外派兵もできる』というようにかえられようとしています。 

第九条 ― (戦争の放棄) 

「戦争と武力の行使は、永久にこれを放棄する」 

「陸海軍、その他戦力は保持しない」 

「国の交戦権は、認めない」 

第九条の２ ― (自衛軍) 

・自衛軍を保持する。 

・自衛軍は、国際的に協調しておこなわれる活動を行

なうことができる。 

この署名は、阿賀野市の全ての有権者の皆さんに訴えているものです。 

ぜひ署名にご協力ください。なお、近いうちに『九条を守る会』の会員がお宅に署名の

お願いに参ります。その節はよろしくお願いいたします。 


